
訪問介護めぐみ八日市料金表

３９６単位/回 加算①

５７９単位/回

８４単位/３０分

減算

1割負担 2割負担 3割負担

2,349単位/月 ¥2,399 ¥4,797 ¥7,195

要支援１・２
事業対象者 基本

単位

介護予防型訪問サービス（Ⅰ）週に１回程度 1,176単位/月

要支援２・事業対象者 介護予防型訪問サービス（Ⅲ）週に３回程度 3,727単位/月

同一建物等減算 事業所と同一の敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する場合 10％割引

◆1カ月の基本料金は、上記基本料金（減算含む）と加算単位①②③の合計に、厚生労働大臣が定める１単位の単価１０．２
１円を乗じた額（１円未満切り捨て）の介護保険負担割合証に記入されている負担割合に応じた額になります。

1割負担 2割負担 3割負担

加
算
②

介護職員処遇
改善加算
（Ⅰ）

上記基本単位の１カ月分（減算含む）＋加算①の１カ月分の合計に
１３．７％を乗じた額（単位未満四捨五入）

加
算
③

介護職員等
ベースアップ

加算

上記基本単位の１カ月分（減算含む）＋加算①の１カ月分の合計に
２．４％を乗じた額（単位未満四捨五入）

¥3,806 ¥7,611 ¥11,416

要支援１・２
事業対象者

初回加算 訪問初回月内にサービス提供責任者が訪問又は同行訪問を行った場合 ２００単位/月

¥1,201 ¥2,402 ¥3,602

介護予防型訪問サービス（Ⅱ）週に２回程度¥341 ¥512

２０分以上３０分未満 ２５０単位/回 ¥256 ¥511 ¥766

要介護度
１～５

基
本
単
位

身体介護中心

２０分未満 １６７単位/回 ¥171

１時間以上１時間３０分未満 ¥592

生活援助中心
２０分以４５分未満

¥1,183 ¥1,774

以降３０分を増すごとに算定 ¥86 ¥172 ¥258

３０分以上１時間未満 ¥405 ¥809 ¥1,213

身体介護に引き
続き　生活援助
を行った場合

身体介護に引き続き行われる
サービスの所要時間２０分から

２５分を増すごとに身体介護の料金
に加え

６７単位/回
（限度２０１単

位）

￥69
（限度
￥206）

￥137
（限度
￥411）

￥206
（限度
￥616）

１８３単位/回 ¥187 ¥374 ¥561

４５分以上 ２２５単位/回 ¥230 ¥460 ¥690

深夜料金 午後１０時から午前６時まで ５０％割増

加
算
①

初回加算
訪問初回月内にサービス提供責任者
が訪問又は同行訪問を行った場合

２００単位/月 ¥205 ¥409

時
間
外
割
増

早朝料金 午前６時から午前８時まで ２５％割増

夜間料金 午後６時から午後１０時まで ２５％割増

加
算
②

介護職員処遇改
善加算（Ⅰ）

上記基本単位の１カ月分（時間外割増・減算含む）＋加算①の１カ月分の合計に
１３．７％を乗じた額（単位未満四捨五入）

加
算
③

介護職員等ベー
スアップ加算

上記基本単位の１カ月分（時間外割増・減算含む）＋加算①の１カ月分の合計に
２．４％を乗じた額（単位未満四捨五入）

¥316

緊急時訪問介護
加算

居宅サービス計画にない緊急訪問を
行った場合

１００単位/回 ¥103 ¥205 ¥307

◆1カ月の基本料金は、上記基本料金（時間外割増・減算含む）と加算単位①②③の合計に、厚生労働大臣が定める１単位の
単価１０．２１円を乗じた額（１円未満切り捨て）の介護保険負担割合証に記入されている負担割合に応じた額になります。

減
算

同一建物等減算
事業所と同一の敷地内または隣接する敷地内に所在す
る建物に居住する場合

１０％割引

◆1ヶ月の料金は介護保険の介護度別に定められた限度額の中でサービスを受けられます。
事業対象者\5,032もしくは￥10,531　要支援１\5,032　　要支援２￥10,531　　　要介護１￥16,765　　要介護２￥19,705
要介護３￥27,048　　要介護４￥30,938　　要介護５￥36,217


